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１．実施計画とは 

令和７年度から１０年間を計画期間とする第３次環境総合計画に関わる市の具体的な取組

内容やその目標について掲載するとともに、その達成状況等をフォローアップすることで、環

境総合計画を確実に実施するために作成する計画です。今回は、前半の５年間の計画として

作成します。 

毎年度、具体的な取組の進捗状況を把握し、施策ごとに評価点検を行い、その結果をホーム

ページで公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．第３次環境総合計画 

（１）環境の将来像 

＜将来像＞ 

＜目指すべきまちの姿＞ 

人は、豊かな資源、きれいな空、安全な水など、自然の恵みを享受する一方で、家庭や職場、

学校などの生活にともない、様々な環境に負荷を発生させています。 

そこで、本市の豊かな自然やその自然を身近に感じる都市環境を守り、環境負荷を低減す

るため、市民、事業者、行政が協働して、「循環型まちづくり」「脱炭素型まちづくり」「自然と共

生するまちづくり」を進めます。それらの取組に加えて、環境学習や各主体の協働などの「横断

的な取組」を行い、都市と自然が調和した美しい環境を次世代へつなげるまちを目指します。 

横断的な取組 

 

協働が築く自然と都市が調和するまち 松山 
～美しい環境を次世代へつなぐまちを目指して～ 

 

自然と 
共生する 
まちづくり 

脱炭素型 
まちづくり 

循環型 
まちづくり 
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（２）みんなで進める取組 

環境の将来像  基本目標 施策  施策の方向  取組内容 
          

～
美
し
い
環
境
を
次
世
代
へ
つ
な
ぐ
ま
ち
を
目
指
し
て
～ 

協
働
が
築
く
自
然
と
都
市
が
調
和
す
る
ま
ち 

松
山 

   

循
環
型
ま
ち
づ
く
り 

１．３Ｒを推進するまち 

 
1-1 ごみの発生を抑えよう  

 1-1-① ごみ減量（リデュース）の推進 
     1-1-② 再使用（リユース）の推進 
    

1-2 ごみを資源としていかそう 
 1-2-① 再資源化（リサイクル）の推進     1-2-③循環経済(サーキュラーエコノミー)の推進 

     1-2-② 再資源化（リサイクル）ルートの拡充 1-2-④廃棄物のバイオマス燃料等としての利活用 
   

２．ごみを適正に処理するまち 

 
2-1 ごみを計画的に処理しよう 

 2-1-① ごみ処理の計画的な運営管理         2-1-③ 災害時のごみ処理体制の整備 
     2-1-② ごみ処理施設の適正な整備 
    

2-2 ごみの不適正な処理を防止しよう 
 2-2-① 不法投棄防止策の強化 

     2-2-② 事業者に対するごみの適正処理の徹底 
   

脱
炭
素
型
ま
ち
づ
く
り 

３．脱炭素の暮らし広がるまち 

 
3-1 地域資源をいかした再生可能エネル

ギーを利用しよう 

 3-1-① 太陽光発電設備などの導入促進       3-1-④ 地域の未利用エネルギーの利用 

     3-1-② 自立分散型エネルギーシステムの構築 3-1-⑤ 温室効果ガスの吸収源の確保 
     3-1-③ 環境価値取引制度の活用推進 
    

3-2 脱炭素型のライフスタイルを推進し

よう 

 3-2-① 省エネ設備の導入                3-2-③ 環境に配慮した交通の促進 

     3-2-② 公共交通の利便性向上               3-2-④ 省エネ行動の普及促進 

   
４．気候変動に適応するまち 

 
4-1 地球温暖化によるリスクを減らそう 

 4-1-① 暑熱環境・熱中症対策               4-1-③ 危機事象や災害への対応体制の整備 
     4-1-② 農林水産業の気候変動対応      4-1-④ 災害対策の実施 
   

自
然
と
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り 

５．安全・安心で快適に暮らせる 

まち 

 

5-1 水を大切にしよう 

 5-1-① 節水の推進                         5-1-④ 水道施設の適正な維持管理 
     5-1-② 中水(雨水、下水処理水など）の有効利用  5-1-⑤ 河川・水辺の保全、整備 
     5-1-③ 水源の保全・確保                          
    

5-2 快適な生活環境を守ろう 
 5-2-① 環境汚染の抑制            5-2-③ 騒音・振動・悪臭の防止 

     5-2-② 水質・大気・土壌環境の保全 
    

5-3 みんなで美しいまちにしよう 
 5-3-① 環境美化活動の推進 

     5-3-② 美しいまちづくり重点地区の指定 
   

６．豊かな自然あふれるまち 

 

6-1 自然を守り、ふれあおう 

 6-1-① 緑あふれる空間の創出              6-1-④ 緑豊かな景観の保全 
     6-1-② 緑化活動の推進                     6-1-⑤ 里地・里山・里島に親しむ機会の創出 
     6-1-③ 森林の維持・保全 
    

6-2 生物の多様性を保全・回復しよう 
 6-2-① 生き物と触れ合う場や機会の創出    6-2-③ 外来生物による被害の防止 

     6-2-② 生態系の保全                  6-2-④ 動植物の適正飼育・栽培 
    

6-3 農地からの恵みを享受しよう 
 6-3-① 農地の保全                        6-3-③ 地産地消の促進 

     6-3-② 環境保全型農業の推進 

         
 

横
断
的
な
取
組 

Ⅰ 環境学習・人材育成 

 
Ⅰ-1 環境について学ぼう 

 Ⅰ-1-① 環境学習機会の充実               Ⅰ-1-③ 環境イベントの実施 
   Ⅰ-1-② 環境学習内容の充実 
  

Ⅰ-2 人材を育成しよう 
 Ⅰ-2-① 環境に関心を持つ市民の育成 

   Ⅰ-2-② エコリーダーの育成 
 

Ⅱ 情報発信・意識啓発 
 
Ⅱ-1 情報を活用しよう 

 Ⅱ-1-① 環境情報の収集                   Ⅱ-1-③ 環境啓発の推進 
   Ⅱ-1-② 様々な手段での情報発信 
 

Ⅲ 協働・連携 

 

Ⅲ-1 連携を深めよう 

 Ⅲ-1-① 環境活動の支援                   Ⅲ-1-④ 行政間の連携 
   Ⅲ-1-② 市民活動団体間の連携           Ⅲ-1-⑤ 環境関連事業者の連携 
   Ⅲ-1-③ 多様な主体とのつながりの構築   Ⅲ-1-⑥ 環境ビジネスなどの創出支援 
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３．施策ごとの取組と目標 

（１）見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【目標年度】 

一般廃棄物処理計画に定めた施策を実施

し、ごみ減量を進めます。 

【環境・ゼロカーボンシティ推進課】 

市総計 

1人 1日当たりのご

み排出量【g/人・日】 

７３２．０ 

【令和５年度】 
減 

７０９．５ 

【令和１０年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組内容の前半部分に市の具体的な取組を

後半部分にその取組による効果を記載する

ことで、施策の方向性を分かりやすく表現し

ています。 

指標は、具体的に記載するとと

もに、市総計と共通の指標の場

合は、市総計と記載します。 

循環型まちづくり 

１．３Rを推進するまち 

 

 
1-1 ごみの発生を抑えよう 

①ごみ減量（リデュース）の推進 

②再使用（リユース）の推進 

基本目標 

施策 

基準年は原則【令和６年】、目標年度は

【令和１１年】としますが、数値の把握

が困難な場合は、把握可能な最新の

年度の値とその５年後をそれぞれ基

準年と目標年度とします。 

施策の方向 

取組内容 

以下のルールで記載し、目標値の方向を分かり

やすく示します。 

「増」：増加を良しとする指標 

「減」：減少を良しとする指標 

「維持」：①上記のいずれにも該当しない指標 

②上記のいずれかに該当するが、上限

に達した又は社会的情勢等により、現

状以上の改善が困難な指標 
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具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【目標年度】 

一般廃棄物処理基本計画に定めた施策を実施し、ご

み減量を進めます。 

【環境・ゼロカーボンシティ推進課】 

市総計 

1人 1日当たりのご

み排出量【g/人・日】 

７３２．０ 

【令和５年度】 
減 

７０９．５ 

【令和１０年度】 

電気式生ごみ処理機の導入を促進し、家庭から排出

される生ごみの減量を進めます。【清掃課】 

電気式生ごみ処理機

の補助基数【基】 

８３ 

【令和 6年度】 
増 

２００ 

【令和１１年度】 

給食の提供量の適正化や授業などで食べ残し０を呼

びかけるなど、給食の食べ残しを減らす取組を進め、

生ごみの減量を進めます。【保健体育課】 

学校給食からの食品

廃棄物排出量【ｔ】 

４４４ 

【令和６年度】 
減 

４２０ 

【令和１１年度】 

市民から排出された粗大ごみのうち、使用可能な家

具は、修理等を行い、必要な人に販売することで、再

使用（リユース）を進めます。【環境・ゼロカーボンシテ

ィ推進課】 

りっくる（まつやま

Re・再来館）での 

リユース家具等 

販売率【％】 

１００ 

【令和６年度】 
維持 

１００ 

【令和１１年度】 

リユース事業者等と連携し、不要になった家具等につ

いて、再使用（リユース）を進めます。【環境・ゼロカー

ボンシティ推進課】 

連携事業者での 

リユース家具等 

販売数【個】 

- 

令和７年度開始 
増 

５0，０００ 

【令和１１年度】 

製品プラスチック等、新たな再資源化ルートを整備

し、ごみの再資源化を進めます。【環境・ゼロカーボン

シティ推進課】 

ごみの再資源化率

【％】 

１７．６ 

【令和５年度】 
増 

21.5 

【令和１０年度】 

焼却灰や粗大ごみの破砕後に発生する金属等のごみ

処理時に発生する副産物について、再資源化を進め

最終処分率を減らします。【清掃施設課】 

最終処分率【％】 
5.5 

【令和５年度】 
減 

5.0 

【令和１０年度】 

環境負荷の少ない物品などを優先して調達すること

で、企業の循環経済の取組を後押しします。【契約課】 

グリーン購入割合 

（事務用品）【％】 

69.05 

【令和６年度】 
増 

100 

【令和１１年度】 

下水道汚泥からメタンガスを取り出し、バイオマス燃

料として有効利用します。【下水浄化センター】 

消化ガスの 

有効利用率【％】 

８６．１ 

【令和６年度】 
維持 

９１．２ 

【令和１１年度】 

下水道汚泥を固形燃料化し、バイオマス燃料として有

効利用します。【下水浄化センター】 

下水道汚泥の 

有効利用率【％】 

- 

令和７年度開始 
増 

１００ 

【令和１１年度】 

  

循環型まちづくり 

１．３Rを推進するまち 

 

 
1-1 ごみの発生を抑えよう 

①ごみ減量（リデュース）の推進 

②再使用（リユース）の推進 

1-2 ごみを資源として活かそう 

①再資源化（リサイクル）の推進 

②再資源化（リサイクル）ルートの拡充  

③循環経済（サーキュラーエコノミー）の推進 

④廃棄物のバイオマス燃料等としての利活用 

（２）具体的な取組と目標 
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具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【令和１１年度】 

支援が必要な高齢者等に対し、ふれあい収集を実施

し、ごみの適切な収集に努めます。【清掃課】 

ふれあい収集 

利用者数【人】 

630 

【令和６年度】 
維持 

７００ 

【令和１１年度】 

南クリーンセンターを計画的に運用し、故障等による

稼働停止を防ぎます。【清掃施設課】 

南クリーンセンター 

稼働停止日数【日】 

０ 

【令和６年度】 
維持 

０ 

【令和１１年度】 

西クリーンセンターを計画的に運用し、故障等による

稼働停止を防ぎます。【清掃施設課】 

西クリーンセンター 

稼働停止日数【日】 

０ 

【令和６年度】 
維持 

０ 

【令和１１年度】 

不法投棄防止パトロールや監視カメラの設置など不

法投棄を早期に発見・排除することにより、不法投棄

を減少させます。【廃棄物対策課・清掃課】 

特定家庭用機器の 

不法投棄件数【台】 

２３ 

【令和６年度】 
減 

３０※ 

【令和１１年度】 

廃棄物の許可業者等を適正に指導・監督し、不適正処

理に対する行政処分対象者を０にします。【廃棄物対

策課】 

市総計 

許可業者等に対する

行政処分件数【件】 

０ 

【令和６年度】 
維持 

０ 

【令和１１年度】 

※令和６年度の現状値がその直前までの３カ年平均（約６２件）より著しく低い外れ値と考えられるため、目標値の方が大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

順位 県庁所在地 中核市 

１位 松山市（７３２．０ｇ） 八王子市（698.4ｇ） 

２位 京都市（7４２.３ｇ） 松山市（７３２．０g） 

３位 大津市（7４２.８ｇ） 枚方市（7３９.２g） 

４位 横浜市（7６４.7ｇ） 大津市（7４２.８g） 

５位 さいたま市（７８７．５ｇ） 川口市（7４９.４g） 

  

循環型まちづくり 

２．ごみを適正に処理するまち 

 

 2-1 ごみを計画的に処理しよう 

①ごみ処理の計画的な運営管理  

②ごみ処理施設の適切な整備 

③災害時のごみ処理体制の整備 

2-2 ごみの不適正な処理を防止しよう 

①不法投棄防止策の強化 

②事業者に対するごみの適正処理の徹底 

（参考）松山市の環境の強み 

松山市では、市民や事業者のみなさまのご協力により、ごみの減量が進んでいます。 

令和５年度のごみの１人 1日当たりのごみ排出量（７３２g/人・日）は、環境省発表の全国実態調査結果に 

よると、都道府県庁所在地で最小、中核市で２番目に少ない結果となっています。 
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具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【令和１１年度】 

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、「第２期

松山市環境モデル都市行動計画」に基づき、温室効果

ガスの排出量を削減します。【環境・ゼロカーボンシテ

ィ推進課】 

市総計 

松山市域からの 

温室効果ガス排出量 

【万ｔ-ＣＯ２】 

348 

【令和５年度】 
減 

３１７ 

【令和９年度】 

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、「第６期

松山市役所温暖化対策実行計画」に基づき、温室効

果ガスの排出量を削減します。【環境・ゼロカーボンシ

ティ推進課】 

市総計 

松山市役所の 

温室効果ガス排出量 

【万ｔ-ＣＯ２】 

１０．３ 

【令和５年度】 
減 

７．３ 

【令和１０年度】 

国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策

加速化事業)」を活用し、太陽光発電設備と蓄電池の

同時設置への補助を行い、ゼロカーボンシティ松山の

実現を目指します。【環境・ゼロカーボンシティ推進

課】 

太陽光発電設備と 

蓄電池の同時設置への 

補助件数（累計）【件】 

- 

令和７年度か

らの累計 

増 
７５０ 

【令和１１年度】 

市有施設の太陽光発電による環境価値を「松山グリ

ーン電力証書」として販売し、環境にやさしい付加価

値の取引を通じてエネルギーの地産地消につなげま

す。【環境・ゼロカーボンシティ推進課】 

グリーン電力証書の 

販売量（累計）【ｋＷh】 

- 

令和７年度か

らの累計 

増 
３５０，０００ 

【令和１１年度】 

「住宅用蓄電池」や「EV･FCV」等への補助を行い、ゼ

ロカーボンシティ松山の実現を目指します。【環境・ゼ

ロカーボンシティ推進課】 

「ゼロカーボン等推進 

補助金」の補助件数 

（累計）【件】 

- 

令和７年度か

らの累計 

増 
５，４１０ 

【令和１１年度】 

私有車と比べ環境にやさしい公共交通機関の利用を

促進し、利用者数を増やします。【都市・交通計画課】 

市内公共交通機関（JR、 

伊予鉄（バス・電車））の 

乗客数【万人】 

２，３７３ 

【令和６年度】 
増 

２，８０４ 

【令和１１年度】 

民間駐輪場と協働し、街中の駐輪場利用率を向上さ

せ、環境にやさしい自転車の利用を促します。【都市・

交通計画課】 

中心市街地周辺 

駐輪場の利用率【％】 

75.4 

【令和６年度】 
増 

79.2 

【令和１１年度】 

公用車に電気自動車などを導入し、化石燃料の使用

量を減らします。【管財課】 

環境に配慮した 

公用車等の導入台数【台】 

20 

【令和６年度】 
増 

３５ 

【令和１１年度】 

脱炭素型まちづくり 

３．脱炭素の暮らし広がるまち 

 

 
3-1 地域資源を生かした再生可能エネルギーを利用しよう 

①太陽光発電設備などの導入促進  

②自律分散型エネルギーシステムの構築 

③環境価値取引制度の活用推進 

④地域の未利用エネルギーの利用  

⑤温室効果ガスの吸収源の確保 

3-2 脱炭素型のライフスタイルを推進しよう 

①省エネ設備の導入  

②公共交通の利便性向上  

③環境に配慮した交通の促進 

④省エネ行動の普及促進 
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具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【令和１１年度】 

みんなで涼むことができるクールシェアスポットを開

設し、冷房等を共有することで、エネルギー使用量の

削減や熱中症予防に努めます。【環境・ゼロカーボンシ

ティ推進課】 

公共施設クールシェア

スポット公表数【件】 

０ 

【令和６年度】 
増 

１０ 

【令和１１年度】 

災害対応にかかる訓練や研修会を実施し、災害等発

生時に適切に対応できる体制を整備します。【危機管

理課】 

災害対策（警戒）本部

運営に係る研修会 

開催数【回】 

６ 

【令和６年度】 
維持 

６ 

【令和１１年度】 

庁内で、災害廃棄物処理訓練を行い、災害廃棄物発

生時に迅速に対応できる体制を整備します。【環境・

ゼロカーボンシティ推進課】 

庁内災害廃棄物処理

訓練の参加者数【人】 

４３ 

【令和６年度】 
維持 

４０ 

【令和１１年度】 

  

脱炭素型まちづくり 

４．気候変動に適応するまち 

 

 

4-1 地球温暖化によるリスクを減らそう 

①暑熱環境・熱中症対策       

②農林水産業の気候変動対応   

③危機事象や災害への対応体制の整備 

④災害対策の実施 
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具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【令和１１年度】 

長期的水需給計画に基づく施策により、節水を進めま

す。【水資源対策課】 

市民１人１日当たりの 

上水道給水量【ℓ】 

２８４ 

【令和６年度】 
減 

２８０．５ 

【令和１１年度】 

雨水貯留施設に補助等を行い、雨水の有効利用を推進

します。【水資源対策課】 

雨水貯留設備 

補助基数【基】 

48 

【令和６年度】 
維持 

５０ 

【令和１１年度】 

道路に埋設されている水道管の漏水調査を行い、早期

発見・修繕に努め、老朽化している水道管の更新を実

施します。【水道管路管理センター】  

上水道有収率【％】 

※配水池から供給した水のう

ち、料金徴収できる水の割合 

95.0 

【令和６年度】 
増 

96.0 

【令和１１年度】 

上水道施設を適切に維持管理し、安全な水質の水を提

供します。【浄水管理センター】 

上水道の水質基準 

不適合率【％】 

0 

【令和６年度】 
維持 

0 

【令和１１年度】 

下水道の整備や合併浄化槽の普及等により全ての生

活排水を処理する汚水処理人口を増やし、河川や海を

きれいに保ちます。【環境指導課、下水道整備課】 

汚水処理人口普及率

【％】 

９４．９ 

【令和６年度】 
増 

９５．４ 

【令和１１年度】 

工場等から発生する排気ガス等について、適切な指

導・監視を行い、環境汚染の発生を防止します。【環境

指導課】 

市総計 

大気汚染注意報の 

発令数【回】 

0 

【令和６年度】 
維持 

0 

【令和１１年度】 

工場からの排ガスや排水などについて、適切な指導・

監視を行い、環境汚染を防止します。【環境指導課】 
立入件数【件】 

８６ 

【令和６年度】 
維持 

９０ 

【令和１１年度】 

補助金の交付などで、合併浄化槽の適正な維持管理を

促し、河川等の水質を保全します。【環境指導課】 

法定検査受検率 

【％】 

８５．８３ 

【令和６年度】 
増 

８６．０８ 

【令和１１年度】 

騒音や振動等の発生原因となる工事事業者に工事開

始前に適切な指導等を行うことで、公害の発生を防止

します。【環境指導課】 

工事への事前指導 

件数【件】 

１，３０７ 

【令和６年度】 
維持 

１，０００ 

【令和１１年度】 

プチ美化運動を拡大することで、地域の環境美化に努

めます。【環境・ゼロカーボンシティ推進課】 

プチ美化運動登録数

【件】 

394 

【令和６年度】 
増 

41０ 

【令和１１年度】 

市道の清掃や植栽を行うボランティア団体を維持し、

道路の美化活動を推進します。【道路河川管理課】 

ロードサポーター 

ボランティア団体数【件】 

79 

【令和６年度】 
維持 

８０ 

【令和１１年度】 

下水排水路などを浚渫、洗浄した汚泥及びスクリーン

などにかかるごみなどを処分し、海や川の美化を推進

します。【みち水路メンテナンス課】 

汚泥などの処分量 

【ｍ３】 

２，４０６ 

【令和６年度】 
維持 

２，４００ 

【令和１１年度】 

  

自然と共生するまちづくり 

５．安全・安心で快適に暮らせるまち 

 

 

５-1 水を大切に使用 

①節水の推進      

②中水（雨水、下水処理水など）の有効利用   

③水源の保全・確保  

④水道施設の適正な維持管理 

⑤河川・水辺の保全、整備 

５-２ 快適な生活環境を守ろう 

①環境汚染の抑制 

②水質・大気・土壌環境の保全 

③騒音・振動・悪臭の防止 

５-３ みんなで美しいまちにしよう 

①環境美化活動の推進 

②美しいまちづくり重点地区の指定 
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具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【令和１１年度】 

住宅の生け垣や庭木の植樹に補助を行い、住宅の緑

化活動を推進します。【公園管理課】 

緑化奨励制度による 

補助件数【件】 

１２４ 

【令和６年度】 
維持 

１２０ 

【令和１１年度】 

種子や球根等を植え、育てる団体に種子等を提供し、

地域の緑化活動を推進します。【公園管理課】 

コミュニティモデル 

花壇・松山緑を育てる会

登録団体数【件】 

７６ 

【令和６年度】 
維持 

７５ 

【令和１１年度】 

放置森林を持ち主に代わって整備し、温室効果ガス

吸収源や水源かん養林としての機能など多面的な機

能を持つ森林を確保します。【農林水産振興課】 

放置森林整備面積 

（累計）【ha】 

- 

令和７年度から

の累計 

増 
3０0 

【令和１１年度】 

市有林等の適切な維持管理を行い、森林を保全しま

す。【農林水産振興課】 

市有林等整備面積 

（累計）【ha】 

- 

令和７年度から

の累計 

増 
２０ 

【令和１１年度】 

街中にありながら、自然を感じられる松山総合公園

を適切に維持管理し、都市と自然が調和した景観や

人と自然が触れ合える場を保全します。【公園管理

課】 

松山総合公園来園者数

【人】 

３８６，１６０ 

【令和６年度】 
増 

３９０，０００ 

【令和１１年度】 

まつやま里島ツーリズム協議会と協力し、里島に親し

む機会を創ります。【まちづくり推進課】 

里島ツーリズム参加者数

【人】 

8,820 

【令和６年度】 
維持 

８，０００ 

【令和１１年度】 

鹿島の自然の魅力などを発信し、自然と親しめる鹿

島への来島者を増加させます。【観光・国際交流課】 
鹿島来島者数【人】 

38,822 

【令和６年度】 
増 

４０，０００ 

【令和１１年度】 

ニホンジカ対策植生保全協議会に参加し、高縄山の

生態系被害の防止に努めます。【環境指導課】 
協議会参加回数【回】 

２ 

【令和６年度】 
維持 

２ 

【令和１１年度】 

特定外来生物の侵入防止や調査・防除に努め、被害を

未然防止します。【環境指導課】 

特定外来生物による 

被害件数【件】 

０ 

【令和６年度】 
維持 

０ 

【令和１１年度】 

給食で使用している青果物等の愛媛県産の割合を増

加し、地産地消を促進します。【保健体育課】 

県産品の割合 

（金額ベース）【％】 

７０．１ 

【令和６年度】 
維持 

７０．０ 

【令和１１年度】 
  

自然と共生するまちづくり 

６．豊かな自然あふれるまち 

 

 

６-1 自然を守り、ふれあおう 

①緑あふれる空間の創出 

②緑化活動の推進 

③森林の維持・保全 

④豊かな景観の保全 

⑤里地・里山・里島に親しむ機会の創出 

６-２ 生物の多様性を保全しよう 

①生き物と触れ合う場や機会の創出 

②生態系の保全 

③外来生物による被害の防止 

④動植物の適正飼育・栽培 

６-３ 農地からの恵みを享受しよう 

①農地の保全 

②環境保全型農業の推進 

③地産地消の促進 
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具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【令和１１年度】 

環境に関する講座やイベントを充実し、環境学習の機

会を設けます。【環境部】 

市総計 

環境に関する講座、 

イベント数【件】 

９９ 

【令和６年度】 
増 

９７※ 

【令和１１年度】 

自然に関する講座やイベントを充実し、自然学習の機

会を設けます。【環境・ゼロカーボンシティ推進課、環

境指導課】 

市総計 

自然に関する講座、 

イベント数【件】 

２２ 

【令和６年度】 
増 

２３ 

【令和１１年度】 

市民から市民に環境教育を行うエコリーダーを養成

し、環境学習の充実を図ります。【環境・ゼロカーボン

シティ推進課】 

エコリーダー派遣数

【人】 

48 

【令和６年度】 
増 

６０ 

【令和１１年度】 

※既に目標達成済みであるが、第６次松山市総合計画の目標値であるため、同計画の目標値と統一する。 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【令和１１年度】 

様々な広報媒体を使用して環境情報を発信し、市民

が情報に触れる機会を増やします。【環境部】 

環境情報発信媒体数

【件】 

９ 

【令和６年度】 
維持 

９ 

【令和１１年度】 

事業系ごみの適正処理のため、啓発文書を作成し、事

業者への周知・啓発を行います。【廃棄物対策課】 

啓発リーフレット 

送付事業所数【件】 

15,171 

【令和６年度】 
維持 

15,000 

【令和１１年度】 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組【担当課】 指標【単位】 
現状値 

【基準年度】 

目標値 

【令和１１年度】 

事業者や団体等と連携協定を締結し、環境に係る取

組を進めます。【環境部】 
連携協定数【件】 

１０ 

【令和６年度】 
増 

１１ 

【令和１１年度】 

  Ⅰ-１ 環境について学ぼう 

①環境学習機会の充実   ③環境イベントの実施 

②環境学習内容の充実 

 

横断的な取組 

Ⅰ．環境学習・人材育成 

Ⅰ-２ 人材を育成しよう 

①環境に関心を持つ市民の育成 

②エコリーダーの育成 

 Ⅱ-１ 情報を活用しよう 

①環境情報の収集        ③環境啓発の推進 

②様々な手段での情報発信 

 

横断的な取組 

Ⅱ．情報発信・意識啓発 

 Ⅲ-１ 連携を深めよう 

①環境活動の支援 

②市民活動団体間の連携 

横断的な取組 

Ⅲ．連携・協働 

 

③多様な主体とのつながりの構築 
④行政間の連携 

 

⑤環境関連事業者との連携 

⑥環境ビジネスなどの創出支援 
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４．評価方法 

毎年、関係各課から指標の前年度（指標によってはそれ以前）実績のデータを収集し、個別の

取組ごとの進捗状況について以下の表のとおり評価するとともに、施策ごとの状況を集計する

ことで、翌年度以降の環境施策に資するものとします。また、本評価結果については、環境審議

会に報告し、意見を聞くことで、美しい環境を次世代につなぐまちを目指していきます。 

 

表.取組ごとの評価方法 

目標値の方向性 指標と目標の関係 評価 

増を良しとする場合 

目標を既に達成 ◎ 

昨年度より増加しているが目標には達していない ○ 

昨年度と同じ又は減少している △ 

減を良しとする場合 

目標を既に達成 ◎ 

昨年度より減少しているが目標には達していない ○ 

昨年度と同じ又は増加している △ 

維持を良しとする場合 
増減が５％以上ない ○ 

増減が５％以上ある ※ 

※：理由を付するものとする。 
 


